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本研究では，人々が｢健康で文化的な生活｣を営む上で必要な社会的共通資本としての地域公共交通サー

ビスを計画するための方法論を提案することを目的とする． 

具体的には，｢健康で文化的な生活｣の程度を示す｢活動機会の大きさ｣の達成水準を地域社会の総意とし

て設定し，それを実現するための公共交通サービスの計画代替案を相互扶助の観点に立って社会的に選択

するプロセスを観点地域公共交通計画を策定する 方法論としてとりまとめる． 
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1.  はじめに 

 

(1)  背景 

 

社会基盤整備の目的は，(1)人の生存と社会の維持に

必要な財・サービスの確保と，(2)効率的な生産基盤の

整備に大別されるが，前者の事業評価においても後者の

評価手法である費用便益分析が用いられており，介護事

業やいわゆる｢命の道｣等の整備に困難を来している．公

共交通の分野においては，前者を対象とする計画論につ

いての研究の蓄積が少なく，サービス確保の必要性が強

く認識されながらも拠って立つべき体系的な計画方法論

が十分でない． 

本研究では，公共交通サービス水準が著しく低い過疎

地域を対象とする．居住地の周辺には病院や商店等が存

在せず，生活に必要な活動は最寄りの中心地へコミュニ

ティバス等の公共交通サービスで出向いて行うと想定す

る．対象地域には公共交通を利用する住民と，マイカー

の利用等により公共交通を利用しない住民が居住してい

るとする．マイカーを利用できないため公共交通を利用

せざるをえない住民は活動可能な時間帯が限定され，活

動の機会が制約される．また，個人が公共交通サービス

を利用する能力にも限界が存在する場合を想定する． 

 

(2)  問題意識 

 都市問題と過疎問題は本質的に異なるが，これまで

の交通計画法の多くは都市問題(混雑)を解決するための

｢都市交通計画｣の方法であり，過疎問題としての交通問

題を解決するための体系的な計画法がない．過疎問題を

解決するための体系的な計画法を構築するためには，都

市問題と過疎問題の本質的な違い(生存のための環境整

備の必要性)を理解し，それを踏まえた計画法を構築す

る必要がある． 

また，交通政策に関する研究の多くは民間資本として

の交通産業を対象とした産業組織論，市場調整論は理論

化・体系化されているが，社会資本，社会的共通資本と

しての公共交通計画論は必ずしも体系化されていない． 

産業組織論・市場調整論としての体系化は基本的に｢効

率性｣の観点に立っており，それ以外の評価の視点につ

いて明示的に議論されることが少ない．  

 

(3) 研究の目的 

本研究では，人々が｢健康で文化的な生活｣を営む上で

必要な社会的共通資本としての地域公共交通サービスを

計画するための方法論を提案することを目的とする． 

具体的には，｢健康で文化的な生活｣の程度を示す｢活

動機会の大きさ｣の達成水準を地域社会の総意として設

定し，それを実現するための公共交通サービスの代替案

を選定するプロセスを地域公共交通計画を策定する 方

法論としてとりまとめる．ただし，提案する方法論を構

成する個々の手法等は，最良の方法として選ばれたもの

というより，方法論の全体像を理解するための具体的な

“例示”に近いものであり，地域社会の特性に応じて

“適切な手法”は異なるものと考える．したがって，今
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後より適切なものを新たに開発する，あるいは既存手法

の中からよりよいものを選ぶことにより，それぞれの地

域社会にカスタマイズして用いられるべきものであるこ

とに留意されたい． 

また，もとより計画モデルで計画のすべてを策定でき

るとは考えていない．また，そうすべきでもない．モデ

ルによる記述は論理の流れや政策変数，環境変数，社会

状態変数相互間の関係を明確に記述するための手段であ

り，問題の構造や向かうべき方向性，計画代替案が地域

社会にもたらす変化等の大枠をモデルを援用して把握し，

それを手がかりに地域の人々がきめ細かな計画を策定し

施策を講じることが望ましい． 

 

(4) 本論文の構成 

 1.では，研究の背景と問題意識，および目的を述べた．

２.では社会的共通資本としての公共交通サービスを計

画する際に念頭に置いておくべき事項を概観し，3.では

社会的共通資本としての公共交通サービスの計画を相互

扶助と位置づけ，それを策定するためのひとつの枠組み

を提案する．4.から 7.は，この枠組みの基幹となる構成

要素を説明する．4.では本計画論が目指す社会の状態を

評価する｢活動機会｣なる概念を説明し，5.では相互扶助

の具体的方策として計画代替案を選ぶための社会的選択

の方法について述べる．また，そこで重要な役割を演じ

る共感と公共的判断，および情報の共有と分割について

も触れる， 7.はまとめである． 

 なお，紙幅の制約もあり，以下では個々の手法等につ

いては先行研究を紹介しつつ概要を述べるという形をと

る．各手法の詳細は引用文献を参照いただきたい． 

 

 

2.  社会的共通資本としての公共交通の計画 

 

(1) 社会的共通資本 

社会的共通資本(Social Common Capital)とは，ゆたかな

経済生活を営み，すぐれた文化を展開し，人間的 に魅

力ある社会を持続的，安定的に維持することを可能に 

するような自然環境や社会的装置をいう．社会全体とっ

ての共通の財産であり，それぞれの社会的共 通資本に

かかわる職業的専門化集団により，専門的知見と 職業

的倫理観にもとづき管理，運営される 1)．  

 地方部では，居住地と医療機関や商業施設等が離れて

いる場合が多く，自家用車を利用できない住民にとって，

そこへアクセスするための公共交通は生活の命綱である． 

 喜多 2)は，｢公共交通の社会資本化｣と題し，“このよ

うな地域では，私的動機すなわち利潤追求を目的とする

民間事業者にのみ委ねていては社会的に必要なサービス

が供給されえなくなった．(略)，すなわち，多くの地域

で地域公共交通サービスはもはや「交通産業」ではなく

「社会資本」として捉えるべきであるといえよう”と述

べている．また，国際交通安全学会(2010)3)では，後述す

る活動機会の保障という概念に関して“｢人間の安全保

障(human security)｣といった意味合いを込めて，｢保証｣で

はなく｢保障｣という語を用いている．”との説明を付し

ていることからも，ここでいう社会資本が社会的共通資

本を念頭に置いていることが理解される． 

 近年では，斎藤 4)が，“公共交通システムを‥社会的

共通資本として位置づけ‥商業主義の能力を超えたとこ

ろで発生する課題の解決には‥官民の連携体制の構築が

必要とされる”と述べ，公共交通を｢社会的共通資本｣と

捉える必要性を強調している．また，滋賀県税制審議会

では，地域公共交通を支える県税導入を答申したが 5)，

その議論の過程で“交通が崩壊すると，人々の生活基盤

が崩壊し，「コミュニティ」もまた崩壊しかねない． 

したがって，公共交通は，「社会的共通資本」として位

置づけられる．”と明言している 6)． 

 では，既往の交通計画法ないし方法論は，社会的共通

資本として見なすべき交通サービスをどのように位置づ

け，方向づけているのだろうか． 

 交通計画に関する成書は土木工学分野で多数出版され

ている．それらの多くが手法の解説に紙数を割いている

中，太田 22)は交通計画を体系的かつモデルを用いて定量

的に策定することを企図したもの．しかし，対象は都市

交通計画が主体であり，社会的共通資本としての公共交

通サービスには紙幅が割かれていない．TRB23)は，アク

セシビリティ，モビリティ，経済開発，生活の質，環境

と資源保全，安全性，運用効率性，システムの状態と挙

動，の 8指標を挙げ，performance に関する多様な観点か

ら検討すべき全体像を提示しているが，それに必要な関

係データと調査・分析手法を紹介しているに留まってい

る．また，交通一般を対象としており，“社会的共通資

本としてのサービス”という視点は見当たらない．英国

ではLocal Transport Plan策定のガイドブック 24)が多数発行

されており，EU では SUMP(Sustainable Urban Mobility 

Plan)25)が出版されている．いずれもアクセシビリティを

中心概念に据えた体系的な方法論であり，地方部に関す

る記述も比較的充実している．わが国においても，国土

交通省や地方運輸局等からさまざまな手引き等 26),27)が発

行されており，最近は公共交通計画としての視点も見え

るが，交通事業計画的な目標設定等も散見され，社会的

共通資本という明示的な認識は余り感じられない．学会

でとりまとめられた『バスサービスハンドブック』28)や

『地域でつくる公共交通計画』3)は，公共交通計画の策

定のための文献でアリ，社会的共通資本としての取扱い

も明確に出されている． 
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(2) ｢社会的共通資本としての公共交通計画｣の計画論

を構築する必要性 

地域公共交通計画は，公共交通サービスと他の行政サ

ービスとの連携・分担関係の仕分け，自助，共助，公助 

を含む国，自治体，住民，事業者間の協働のあり方，地 

域間公平性の考え方と路線網・サービス水準選定の方針

など，事業者が行ってきた事業計画とは根本的に異なる

ものである．しかし，両者の違いを正しく認識せず，従

来交通事業者が策定してきた「事業計画」を単に自治体

が代行し，それをもって「交通計画」を策定したと考え

てしまうという実態が少なからず見受けられる．  

 

(3) 社会的共通資本の整備・管理に求められるもの 

社会的共通資本は憲法が規定する「健康で文化的生活

を営む」ために必要な財・サービスであり，共同体とし

て社会生活を営む上で，少なくとも最低限の水準のもの

を社会的に供給することが社会的責務である，という社

会的合意（社会の総意）がある．この基盤には，｢共同

体｣として相互扶助の考え方がある．相互扶助は，社会

の構成員相互の共感と公共的判断に基づいてなされる．

共感と公共的判断が適切に形成されるためには，｢健康

で文化的な生活｣がどの程度充足されているか，つまり

活動機会の大きさに関する認識を全住民で共有する必要

がある． 

以上より，社会的共通資本としての公共交通計画で考

慮すべき事項を列挙すると以下のようである． 

・地域社会が選ぶ“受益と負担の組合せ” 

・活動機会の保障 

・個人ベースでの評価の必要性 

・個人間比較可能性 

・共感と相互扶助 

 

 

3.  計画方法論の構成と開発方針 

 

 本稿で提案する方法論の基礎は，『地域でつくる公共

交通計画』((財)国際交通安全学会 3))で提示した「受益

と負担の組合せ」地域社会が選ぶ，という枠組みである． 

しかし，本書に示された計画プロセスが概念レベルの記

述に留まっていること，および，受益と負担の組合せを

選択する際の地域社会としての総意の形成方法について

の記述が欠落している．そこで，以下では，この計画プ

ロセスを数理モデルにより改めて記述し直すとともに，

総意の形成方法，具体的には計画代替案に関する社会的

選択の方法を新たに記述し，体系的，定量的な検討が可

能なものとする．必要な作業は下記の通りである． 

1) 居住地別に｢計画代替案｣と｢活動機会の大きさ(ア

クセシビリティ指標)｣を対応づける分析フレーム 

 

図-1 「受益と負担の組合せ」を地域社会が選ぶ 3) 

 

  を構築. 

2) 活動機会の居住地別分布に基づき，(全てのことを

知っている全知全能者が)費用を考慮せずに(受益

が最大となる)最良の計画代替案を選定する方法を

提案． 

3) 費用を考慮した代替案（受益と負担の組合せ）の

選択手法を提案． 

4) 受益と負担の組合せに対する選好は人により異な

る．さまざまな構成員から構成される地域社会の

総意を形成する（“受益と負担の組合せ”を地域

社会が選ぶ）メカニズム(社会的選択手法)を実装

した計画方法論として再構成． 

5) 提案した方法により代替案選択(社会的選択)が可

能か否かを確認するための実証分析． 

 以上の検討プロセスを図-2に示す． 

 

 

図-2 拡張モデルの概念図 7) 

 

 

4.  活動機会の保障 

 

(1)  ｢活動機会｣を拡大する“手段”としての公共交通 

本稿では，地域公共交通計画の目的は｢健康で文化的

な生活｣の実現であり，その目的を交通サービスの維

持・充実という手段により達成するという考え方をとる．

 

活動機会の保障水準

（支払い意思額）

ダイヤ

路線網

車両

運行形態
定時定路線，セミ/フルデマンド，etc.

運行手段

バス，乗合タクシー，自家用有償運
送，タクシー券，etc.

サービス水準
（費用）

活動機会の種別
買い物，通院，通学，社交，娯楽，etc.

活動時間

活動機会の質

利用可能価値，

存在価値，外部
経済，利他の実
現，etc.

利用者

非利用者

提供者

選択
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したがって，交通サービスの維持・充実によるよりも

｢健康で文化的な生活｣の実現に寄与する政策があればそ

ちらを選ぶ，という観点にたって検討すべきというのが

基本的スタンスである． 

交通サービスは，一般に派生需要であり本源需要では

ない．したがって，交通サービスはそれ自体を評価する

のではなく，交通サービスにより本源需要がどの程度充

足されたかで評価されるべきと考える．本源需要をどの

ように捉えるか，についてはさまざまな考え方がある．

生活の質(QOL)もそのひとつである．しかし，生活の質

(QOL)は，個々人が“どのような生活を望んでいるか”

により評価が異なる． 

行動の範囲の大きさは、個人の幸福に寄与すると考え

られている 8)．本研究では公共交通サービスの評価を

｢活動機会｣の維持・拡大への寄与の程度で行う 9), 10)． 

 

(2) 活動機会 

活動機会とは，通勤，通院，買い物など諸活動を行う

機会のことであり，実現しようとすれば実現しうる行動

の集合，すなわち選択肢の豊かさを表す概念である． 

活動機会の大きさは Sen11)が提唱する潜在能力 (capabil-

ity)とほぼ同義で，個人の選択の自由を評価するもので

あり，人の生き方の幅を表現することができる．潜在能

力アプローチでは，人が保有する財を用いて成就し得る

こと，例えば買い物ができることや通勤ができることな

どを「機能」とし，それら機能の集合を「潜在能力」と

し，潜在能力を用いて人の状態を評価する．財を活用で

きるかどうか（資源利用能力）に個人間の差異があるた

め，潜在能力アプローチでは，機能と財が区別される．

本研究における活動機会は機能に対応する概念であり，

生活交通サービスを活動機会に基づいて評価することは，

選択可能な活動機会の選択肢集合を評価することを意味

する．換言すると，帰結としての選択結果のみでなく，

客観的に実行可能な機会によって選択の自由の大きさを

評価できる潜在能力アプローチは生活交通サービスを評

価するのに有用であると考えられる 12),13)． 

このことは，同一地点に居住する住民であっても資源

利用能力(ex. バス停まで行けるか否か)の差異により活動

機会が異なることを示唆するものである．・従来の地域

公共交通計画は｢エリアベース｣で策定されることが多か

ったが，同一エリア内に居住する住民であっても置かれ

ている環境は個人属性の差異や地点によって異なる．し

たがって，公共交通サービスは個人が置かれている状況

に応じて提供すべきであるといえる． 

とはいえ，サービスの提供は集合的に行う方が効率的

であることが多い．個別サービスを適切に集約し，いか

にして効率的に提供するかが技術である． 

なお，｢効用｣は願望の水準に依存した概念であるため

個人間比較ができないが，「活動機会」の大きさは｢で

きる｣，｢できない｣で記述される客観指標であるため個

人間比較が可能である．｢効用｣ベースの計画モデルでは，

いわゆる｢贅沢な嗜好｣問題を排除できないため，公的資

金の投入の是非が問題視されるが，｢活動機会｣の大きさ

に依拠した計画法ではこの問題を回避することが可能で

ある．また，後述する共感と公共的判断を形成する際に

おいても個人間比較の可能性が必須の要件となる． 

 

(2)  アクセシビリティ評価モデルによる活動機会の計測 

Moseley14)は，地方部の住民にとってアクセス可能か否

かが活動機会を根本的に規定する点を指摘し，谷本･牧･

喜多 15)は地方部における公共交通の運行頻度の少なさや

ダイヤ設定が活動機会に及ぼす影響を考慮しうるアクセ

シビリティ評価モデルを開発した．Smith et al. 16) は活動機

会とアクセシビリティが相互依存的であることを報告し

ている． 

以下，このアクセシビリティ評価モデルに基づく計画

代替案の評価手法を文献 7), 17)に基づき説明する． 

対象とする状況を単純化すると，①郊外部に位置する

自宅から最寄りのバス停へ徒歩で移動し，②バスに乗車

して活動(買い物，受診など)を行う施設の最寄りのバス

停へ移動し，③バス停から施設へ徒歩で移動し，④施設

である 1 種類の活動を実行し，終了すると 1～3 の逆の

手順を経て帰宅する，という状況を想定する．本研究の

指標は以下に示すものである．求める活動機会の大きさ

をAとする． 

ここに，𝑀：バスの片道の乗車時間，ε，β：パラメ

ータ，ℎ𝑛1：年齢階級 nの住民による自宅-バス停間の歩

行時間，ℎ𝑛2：年齢階級 nの住民による施設-バス停間の

歩行時間．𝑟(θ)：勾配θの坂道を歩行するときのエネル

ギー代謝率，𝑝𝑘𝑗：住民がダイヤ(𝑎𝑘 , 𝑑𝑗)を利用可能な割合，

である． 

この指標の変数は，活動開始時刻𝑡𝑠と活動終了時刻𝑡𝑠

である．住民がダイヤ(𝑎𝑘 , 𝑑𝑗)を利用したときの待ち時

間は，式(1)第 3項の積分によって評価される． 

長時間の待ち時間や外出時間を伴う行動パターンは，

心身の疲労が原因で実質的に選択されないことから，そ

𝐴 = 𝑒−𝛽𝜀𝑤𝑒−𝛽∙2𝑀 ∑ ∫ ∑ ∫ 𝑒−𝛾𝜏𝑝𝑘𝑗𝑑𝑡𝑠𝑑𝑡𝑒

𝑡𝑠

𝑡𝑠

𝐾−1

𝑘=1

𝑡𝑒

𝑡𝑒

𝐽−1

𝑗=1

 

𝑡𝑒  = min(𝑑𝑗 − ℎ𝑛2, 𝑇)   , 𝑡𝑠 = min (𝑡𝑒,𝑎𝑘+1 + ℎ𝑛2 , 𝑇) 

𝑡𝑒 = max (𝑑𝑗−1 − ℎ𝑛2, 𝑇)  , 𝑡𝑠 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑎𝑘 + ℎ𝑛2, 𝑇) 

 

(1) 

τ = 𝑑𝑗 − 𝑎𝑘 − 𝑡𝑒 + 𝑡𝑠 − 2ℎ𝑛2 (2) 

w = 𝜀 {ℎ𝑛1 (
𝑟(𝜃1) + 𝑟(−𝜃1)

𝑟(0)
)

+ ℎ𝑛2(
𝑟(𝜃2) + 𝑟(−𝜃2)

𝑟(0)
)} 

(3) 
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れらの値が大きくなるとアクセシビリティが小さくなる

ような減衰項を導入する．𝑒−𝛾𝜏は待ち時間に対する減衰項

であり，𝑒−𝛽∙2𝑀𝑒−𝛽𝜀𝑟はバスの乗車時間とバス停までの歩行時

間，すなわち総移動時間に対する減衰項である．また，式(1)で

は，積分区間に活動を行う施設の営業時間を組みこむこ

とで，営業時間外には活動を行えないことを考慮し，

𝑝𝑘𝑗を乗じることで住民の外出可能時間帯をも考慮して

いる．式(3)は歩行区間の傾斜の勾配が大きくなると活

動機会が小さくなることを表す項である．またℎ𝑛1，

ℎ𝑛2の値を求めるときに年齢階級別歩行速度を用いるこ

とで住民の身体機能水準を考慮している． 

この計測モデルにより，図-3 に示す事例地区の諸条

件を与えて活動機会を計測した結果を図-4に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 買い物・通院の目的地 

 

図-4 現状の活動機会（左：買い物，右：通院） 

 

計画代替案ごとに関連する諸条件を変えて算定すると，

それぞれについて同様の結果が得られる． 

 

(3) 代替案評価モデル 

このようにして計測した各代替案の下での個人 i，昨

日 kに関わる活動機会の大きさに対し，社会的関係関数
18)と格差原理19)から，各代替案の機能の達成度𝑓𝑖𝑘の組み

合わせを評価して代替案を序列付ける．達成度𝑓𝑖𝑘の算

定法については文献 17)を参照されたい． 

代替案の下で得られる個人𝑖(𝑖 = 1,2)の機能𝑘(𝑘 =

1,2)の達成度を𝑓𝑖𝑘として，機能の達成度の組み合わせ

である潜在能力(𝑓11, 𝑓12, 𝑓21, 𝑓22)を評価する．  

ある代替案𝑥の下での個人𝑖の潜在能力は𝐶𝑖(𝑥)で表さ

れる． 

𝐶𝑖(𝑥) = (𝑓𝑖1𝑥 , 𝑓𝑖2𝑥) (4) 
 

住民が総意として「この地域にはこの程度を下回らな

い水準の活動機会を確保する」として定める活動機会の

最低水準を基本的潜在能力𝑓0
𝑘とすると，機能𝑘(𝑘 =

1,2)の基本的潜在能力𝐵𝐶は， 

𝐵𝐶 = (𝑓0
1, 𝑓0

2) (5) 

である． 

各代替案の下，基本的潜在能力を最も下回る機能の達

成度を有する個人を，各代替案における最も不遇な個人

として特定する．代替案𝑥(𝑥 = 1,2, … 𝑋)の下での個人𝑖

の機能𝑘の達成度𝑓𝑖𝑘𝑥と基本的潜在能力𝑓0
𝑘との差を基本

的潜在能力との乖離と呼ぶと，基本的潜在能力との乖離

𝑟𝑖𝑘𝑥は， 

𝑟𝑖𝑘𝑥 = {𝑓0
𝑘 − 𝑓𝑖𝑘𝑥  if   𝑓0

𝑘 > 𝑓𝑖𝑘𝑥       

       0                otherwise
(6) 

である．ただし，𝑋はすべての代替案の集合である．各

代替案𝑥の下での基本的潜在能力との乖離𝑟𝑖𝑘𝑥の最大値

を𝑟𝑥として求める．𝑟𝑥は代替案𝑥の下での最も不遇な個

人𝑖の基本的潜在能力との乖離であり， 

𝑟𝑥 = max
𝑖

(max
𝑘

(𝑟𝑖𝑘𝑥)) (7) 

で与えられる． 

本手法は，最も不遇な者の活動機会の最大化を図る計

画を想定していることから，𝑟𝑥が最も小さくなる代替

案𝑥∗が最適な代替案として選ばれる．  

図-5の事例で説明すると，買い物に関する基本的潜在

能力との乖離は，代替案 3 が現状，代替案 1，代替案 2

より大きく，通院に関する乖離はは買い物に比べて通院

の基本的潜在能力との乖離が大きく，現状，代替案 1，

代替案 2が代替案 3より大きい．買い物に関する代替案

3の乖離の方が通院に関する現状，代替案1，代替案2の

乖離より小さいため，代替案 3が最適な代替案である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 機能別の活動機会と基本的潜在能力 
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5．地域社会が選ぶ“受益と負担の組合せ” 

 

(1)  ｢受益｣と｢負担｣の｢組合せ｣の選択 

前章.においては，代替案実施に伴う受益を活動機会

の大きさで評価したが，代替案実施時の費用負担につい

ては何も考慮していなかった．本章では，活動機会の大

きさで計測した受益と代替案実施時に伴う費用負担の組

み合わせを計画代替案とし，それらを公共的判断に基づ

いて各住民が選択し，各住民が選択した代替案を集約し

て実施代替案を選定することで，地域全体での活動機会

の増大を図る地域公共交通計画手法 20)について述べる．  

 

(2)  地域社会の総意の形成：社会的選択 

社会的選択とは，社会を構成する個々人の選好を社会

全体の選好に集約することである．選好の集計方法、社

会による選択ルールの決め方、そして社会が望ましい決

定を行なうようなメカニズムの設計方法のあり方などに

関わる理論体系は社会的選択理論と呼ばれている． 

実際の社会的選択に際しては，熟議や投票など，さま

ざまな政治体制や政治制度の下で定められた方法に基づ

き人々が表明した意思を集約する．しかし，蓋を開けて

みなければわからない，という状態では見通しを持って

計画を策定することができない．また，集約された結果

がどのようなものになるかは，個々人の選択結果の分布

によりかなりの部分が規定されるが，制度の特性にも依

存する． 

そのため，計画を策定するに際しては，提示した計画

代替案のどれが社会的に先行されるかを推測し，それに

基づき，より望ましい計画とすることが有用である．し

かし，公共交通計画に関わる計画代替案の選定に際し，

このような推測が可能であるかについては著者の知る限

り十分な知見が蓄積されていない． 

そこで，以下では，ある規範と方法を設定し，それに

よりしかるべき結果が得られるかどうかを展望する． 

計画策定者が地域社会の移動環境に関する情報を収

集・整理し，代替案を作成する．意見表明者に作成した

代替案についての情報と整理した情報を提示，提示され

た情報をもとに住民が代替案を選択，選択結果を計画策

定者が集約し，あらかじめ決められた意見集約手法で実

施代替案を選定する流れとなる． 

具体的には，活動機会の拡大という受益とそのための

負担の組合せを計画代替案として住民に提示し，公共的

判断に基づいて各住民が最も望ましいと考える代替案を

選択する｢公共的判断に基づく意見形成モデル｣，および，

それを集約して実施すべき代替案を中位投票者定理を援

用して選定する｢意見集約モデル｣を構築し，数値分析と

ウェブ調査実験を用いた実証分析を行うことにより，そ

の挙動と有用性を確認する． 

 

(3) 公共的判断に基づく意見形成モデル 

まず，計画策定者が作成した代替案と，その実施に伴

う地域社会の状況変化（活動機会の大きさの変化）を意

見表明者に提示する．その際，意見表明者が負担額の小

さい代替案を意図的に選択（タダ乗り）することを抑止

するために，公共的判断を喚起するように情報を提示す

る必要がある．そのため，青木ら 21)の報告を参考に，計

画策定者が意見表明者に対して，代替案実施前後の情報

提供者の状況変化（活動機会の大きさの変化）を詳細情

報として提示する． 

しかし，地域社会を構成する住民は数百人から場合に

よっては数万人単位となり，住民全員について深い認識

を共有することは人間の情報認識能力からも不可能であ

る． そのため，意見表明者個人の情報認識能力の範囲

内で住民について深く認識しうる情報を与える必要が生

じる． 

そこで，尾崎ら 18)の分割情報下での情報提供手法を用

いる．これにより，住民全員意見表明者が認識する移動

環境水準をもとに意見を表明する場合（完全情報下），

と地区住民から一部住民を無作為に抽出して，その抽出

した住民について意見表明者が認識する移動環境水準

（認知移動環境水準）をもとに意見を表明する場合（分

割情報下）において，認知移動環境水準の平均値𝜃′に対

する支払意思額関数φ(𝜃′)として，WTP の期待値の平均

がほぼ一致することが期待できる． 

 

(4) 意見集約モデル 

以下，意見表明者が表明した意見を集約し，それをも

とに実施する代替案を決定するモデルを説明する．ここ

では，実施代替案の決定にあたり中位投票者定理を援用

する．その際，表明された意見について何らかの基準で

意見表明者を順番に並べ，その中位の意見表明者が表明

する意見を採用する必要がある． 

今回表明される意見は代替案である．中位投票者定理

を援用するに際しては，この代替案を何らかの定量的な

指標に基づいて順番に並べる必要がある．代替案につい

て定量的に把握可能な指標は代替案実施に伴う受益と代

替案実施費用であるが，代替案実施費用については，ど

の意見表明者の認識も同一額である．そこで．代替案を

代替案𝑎0から代替案𝑎𝑀まで実施費用𝑐𝑚が𝑐0から𝑐𝑀まで

単調増加するように並べ，中位投票者定理を適用する． 

各代替案𝑎𝑚を選択した意見表明者の人数を𝑃𝑎𝑚
とす

ると，式(15)を満たす代替案𝑎∗が実施代替案となる 

𝑎∗ = arg min
𝑚

(
1

2
𝑁 ≤ ∑ 𝑃𝑎𝑚

′

𝑚

𝑖=0

) 

(4)  実証分析 

(7) 
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提案した手法の実用性を確認するため，ウェブによる

アンケート調査を用いた実証分析を実施した． 

得られたアンケート調査結果より，代替案実施に伴い

実現される活動機会の大きさと負担額の組み合わせをも

とに意見表明者（調査では回答者）が望ましいと表明し

た表明代替案を集約し，実施代替案を決定した場合，活

動機会の低い住民の活動機会をより底上げする代替案が

選定されうる知見が得られた．加えて，意見表明者が代

替案を表明するにあたり，意見表明者自身に加えて他の

住民について詳細情報で提示し公共的判断の形成を促す

ことで，自身の活動機会の大きさと負担額に基づく利己

的判断で意見表明者が望ましいと表明した場合より，活

動機会の低い住民の活動機会をより底上げする代替案が

選定される結果が得られた． 

また効用関数のパラメータ推定の結果より，意見表明

者が公共的判断に基づいて代替案を表明する際，負担額

と自身を除く住民の活動機会の大きさを判断材料にして

いることが分かった．しかし，活動機会評価指標による

活動機会の算出値と回答者が認識した活動機会の認識値

において，乖離が生じていることが示された． 

 

6．おわりに 

 

・本稿では，過疎地域における公共交通サービスを社会

的共通資本とみなし，それを計画するひとつの考え方

を提示した． 

・提案した計画法は，以下の特質を有している．  

・サービス提供手段ではなく，それにより拡大される

活動機会に目を向けた評価が可能である．・社会

的余剰最大化といった功利主義的，総和主義的計

画法とは一線を画した，｢健康で文化的な生活｣を営

むために必要な社会的共通資本を地域社会が維持

整備するための新たな計画法を提案した． 

・相互扶助により保障すべき｢健康で文化的な生活｣に

必要なミニマム水準の交通サービスを定めるため

の考え方を，｢受益と負担の組合せ｣を地域社会が選

ぶという枠組みで整理し，その骨格を計画モデル

として提示している． 

・個人間比較ができない効用ではなく，個人間比較が

可能な｢活動機会の大きさ｣に依拠した計画モデルで

ある， 

・社会的共通資本を社会的に維持・管理するための本

質である｢相互扶助｣およびそれを形成する重要な要

素である共感と公共的判断を明示的に考慮してい

る． 

・地域社会の総意とその形成過程を明示的に組み込ん

でいる． 

実証分析では，概ね想定どおり社会的選択プロセスが

機能し，いくつかの有用な知見が得られた．しかし，こ

の活動機会の算出値と回答者が認識した活動機会の認識

値との乖離の縮小をはじめ，提案手法を実務で用いるた

めの精度向上について，課題があることも明らかになっ

た．これらの課題について，引き続き検討を進めると共

に，整備を行う地域と関係を持たない第三者によるウェ

ブ調査ではなく，住民ワークショップなどの機会等を利

用した当事者としての住民による社会実験などを通し

て ，実用展開に向けた検討を進めたいと考えている． 

1. で述べたように，本稿で提案した考え方や計画モデ

ルは，問題の構造や向かうべき方向性，計画代替案が地

域社会にもたらす変化等の大枠を把握し，それを手がか

りに地域の人々がきめ細かな計画を策定し施策を講じる

ためのひとつの枠組みを例示したものである．したがっ

て，今後異なる規範や手法を組み込み改良がなされるこ

とを想定しており，また，それぞれの結果を比較検討し，

議論の材料とする，という使い方も推奨したい． 

今後の計画策定におけるたたき台となることを願う次

第である． 
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A PLANNING METHODOLOGY OF LOCAL PUBLIC TRANSPORT SERVICE 

AS SOCIAL COMMON CAPITAL 

 

Hideyuki KITA 

 
The purpose of this study is to propose a methodology for planning local public transport services as 

social common capital necessary for people to lead a decent life. Specifically, we set the achievement level 

of "scope for activity", which indicates the degree of decent life, as the consensus of the local community, 

and proposed alternative plans of public transport services to realize it. The process of social choice from 

the perspective of mutual assistance is summarized as a methodology for formulating a local public 

transport plan.  
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